
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家
会議では、線量把握・評価、健康管理、医療に関する施策のあり方等を専門的な観点
から検討しています。
2014年12月に中間取りまとめを公表し、その中で「県民健康調査」の甲状腺検査
先行検査で発見された甲状腺がんについては、「原発事故由来のものであることを積
極的に示唆する根拠は現時点では認められない。」と評価しています。
なお、甲状腺検査の継続の必要性については、「被ばく線量の推計における不確か

さに鑑み、放射線の健康管理は中長期的な課題であるとの認識の下で、住民の懸念が
特に大きい甲状腺がんの動向を慎重に見守っていく必要がある。」と指摘しています。
（関連ページ：下巻P153「甲状腺検査　先行検査結果に対する見解」）

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2024年３月31日
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